富士山静岡空港パック旅行促進事業費補助金交付要綱

第１　趣旨

　富士山静岡空港利用促進協議会（以下「協議会」という。）長（以下「会長」という。）は、富士山静岡空港を発着する定期便による利活用促進を図るため、定期便を利用した募集型企画旅行（以下「パック旅行」という。）を企画、実施又は販売する旅行会社に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱に定めるところによる。

第２　補助の対象及び補助率（額）

　補助の対象となる経費並びに補助率及び限度額は、別表のとおりとする。

第３　交付の申請

(1)　提出書類　各1部

交付申請書（様式第１号）

(2)　提出期限

別に定める期日まで

第４　交付の条件

　次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 　次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ会長の承認を受けなければならないこと。

ア　補助事業に要する事業費の変更をしようとする場合

イ　補助事業の内容を変更しようとする場合

ウ　補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

　(2)　補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに会長に報告してその指示を受けなければならないこと。

　(3)　補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならないこと。
第５　交付の決定及び確定
　会長は、前項の交付申請に係る書類を審査し、履行を確認したときは、交付決定及び確定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。

第６　補助金の請求

　補助金の交付決定及び確定の通知を受けた者（以下「事業者」という。）は、速やかに請求書（様式第３号）を会長に提出しなければならない。

第７　補助金の支払い

　会長は、請求書を受理した月の属する月の翌月の末日までに、事業者に補助金を支払うものとする。

第８　補助金の返還

　事業者は、この要綱に定める事項に違反して補助金の交付を受けた場合は、既に交付された補助金を会長に返還するものとする。

第９　その他

この要綱に定めるもののほか、富士山静岡空港パック旅行促進事業の実施に関して必要な事項は、会長が別に定める。

附　則

この要綱は、平成20年12月17日から施行する。

附　則

この改正は、平成21年10月16日から施行する。
附　則

この改正は、平成21年12月1日から施行する。
（様式第１号）

平成　年　月　日

富士山静岡空港利用促進協議会

会長　　　　　　　　　　　　様

〒

所在地

事業者名　　　　　

代表者名　　　　　　　　㊞

（担当者）

電話番号

富士山静岡空港パック旅行促進業費補助金交付申請書

　富士山静岡空港パック旅行促進事業費補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

	パック旅行商品名
	対象者の実績（人）
	補助申請額

	
	
	金　　　　　　　円

	
	
	金　　　　　　　円

	
	
	金　　　　　　　円

	
	
	金　　　　　　　円

	合　計
	
	金　　　　　　　円


※以下に掲げる資料を添付すること

①対象となる富士山静岡空港パック旅行割引申込書（様式第4号）

②旅行申込書等の(写)
（様式第２号）

静空協第　　　　号

平成　年　月　日

　　　　　　　　　様

富士山静岡空港利用促進協議会

会長

富士山静岡空港パック旅行促進事業費補助金交付決定及び確定通知書
　平成　年　月　日付けで交付申請のあった富士山静岡空港パック旅行促進事業費補助金について、下記のとおり決定及び確定したので通知します。

記

	補　助　金　の　額
	金　　　　　　　　　千円


（様式第３号）

平成　年　月　日

富士山静岡空港利用促進協議会

会長　　　　　　　　　　様
〒

所在地

事業者名　

代表者名　　　　　　　　　㊞

（担当者）

電話番号

富士山静岡空港パック旅行促進事業費補助金請求書

平成　年　月　日付け静空協第　　号で交付決定を受けた富士山静岡空港パック旅行促進事業費補助金として、下記のとおり請求します。

記

	請求金額
	金　　　　　千円

	振込銀行名
	

	預金種別及び口座番号
	

	口座名義（カナ）
	


（様式第４号）

平成　年　月　日

富士山静岡空港利用促進協議会会長　様

（申込者）

会員氏名　　　　　　　　　　　

会員番号
富士山静岡空港パック旅行割引申込書

　富士山静岡空港パック旅行割引特典を受けたいので、下記のとおり申し込みます。
なお、申込者の都合により旅行を中止した場合には補助金の対象とならないこと、及び旅行会社が協議会へ補助金交付申請をする際、旅行申込書等の(写)を添付することを了承します。
記

	パック旅行商品名
	

	旅行日程
	平成　年　月　日（　）～平成　年　月　日（　）

	利用路線
	

	申込旅行会社
	

	特典利用人数
	１名分　・　２名分　・　３名分　・　４名分　

	同行者名
	

	
	

	
	


代表者署名欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
別表

	対象者
	補助の要件
	補助の内容
	備　考

	協議会

の会員である

旅行会社
	特定の旅行者が、会長が別に定める定期路線及び期間において出発するパック旅行商品（一般募集を行うパック旅行であって、団体、グループによる受注型企画旅行や手配旅行を除く。）を購入し申込書（様式第４号）を提出した場合
	(1) １人当たり3,000円

(2) 補助金の交付については、各旅行会社が店頭における商品販売時に、通常の旅行商品価格から、補助金相当額を控除して行う。

(3) 特定の旅行者の責に帰する理由により旅行を中止する場合、補助金は交付しない。
	「特定の旅行者」とは、協議会により選定された者をいう。








